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令和５年度小学校各教科等教育課程研究協議会報告書

【体 育】

1

所 属 名 県教育庁スポーツ健康課
職名・氏名 指導主事 三上 孝志

【報告書のポイント】 これからの体育・保健体育学習に求められるもの

① なぜ、健康教育が必要か 「国の動向 （国としての考え）」

② 現代的健康課題へどのように対応するか
「保健体育科及び学校体制としての組織的対応」

③ 系統性を踏まえた保健分野の指導 「体育と保健をバランス良く」

令和５年度 小学校各教科等教育課程研究協議会（体育）

体育科の「保健領域」に関する成果と課題及びその対応について

横 嶋 剛 （YOKOSHIMA Tsuyoshi）

行政説明

スポーツ庁政策課 教科調査官

Ⓠ 体育・保健体育の学習を通して何を学ぶのか？

学校教育において必要とされる教科であるために、我々がこのことを日頃
からしっかり考えて、授業を実践することが重要。

【趣旨】
体育科保健領域の学習に関する指導内容や指導方法の工夫について、成果と課題の把握や課題の解決策の検討をするこ
とにより、学習指導要領の趣旨を踏まえた授業の一層の充実の実現を目指す。
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体育の学習を通して、育成を目指す

(1)「知識及び技能」とは？

(2)「思考力，判断力，表現力等」とは？

(3)「学びに向かう力，人間性等」とは？

体育と保健をバランスよく学んでこそ、教科の目標である「心と体
を一体として捉え，生涯にわたって心身の健康を保持増進し豊かなス
ポーツライフを実現する」が達成できる。

育成を目指す三つの資質・能力の正しい理解

学校で健康教育を行う法的根拠
≪日本国憲法≫
第三章「国民の権利及び義務」
第二十五条 「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」

≪教育基本法≫
第一章 教育の目的及び理念
（教育の目的）
第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備え
た心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
（教育の目標）
第二条
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やか
な身体を養うこと。

≪学校教育法≫
第二十一条
八 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和
的発達を図ること。

☞国の動向



2023/12/28

3

☞学校教育における体育・健康に関する指導

「教育課程に健康教育を関連付ける」
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☞現代的健康課題への対応

・解決困難な課題の顕在化 ・教科の学習だけでは対応が不十分
・体育科（保健領域）及び学校体制としての組織対応
・教師の資質向上と外部講師の活用 ・家庭や関係機関等との連携の必要性

「体育科（保健領域）及び学校体制としての組織対応」

系統性を踏まえた保健分野の指導について

小学校 「身近な生活」 より「総合的」に
中学校 「個人生活」 より「科学的」に
高等学校 「個人及び社会生活」 より「実践的」に
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小学校・中学校・高等学校 内容項目一覧（保健）

現代的健康課題に関する指導の工夫について （がん、性、心など）

生活習慣病＝がんではないことや小
児がん等、取扱いにも注意が必要。
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性に関する指導

「何を教えるか」を明確にする

指導に当たっては、
発達の段階を踏まえること、学校全体で共通理解を図ること、
保護者の理解を得ること などに配慮することが大切である。
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心の健康・精神疾患

カリキュラム・マネジメント
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保健体育科の教師が中心的な役割を担う



2023/12/28

9



2023/12/28

10

「保健」は，これらの健康・安全に関する基礎的・基本的な内
容を生徒が体系的に学習することにより，健康課題を認識し，こ
れを科学的に思考・判断し，適切に対処できるようにすることを
ねらいとしており，生涯を通じて健康で安全な生活を送るための
基礎を培うものである。

したがって，「保健」の指導に当たっては，健康課題を解決す
る学習活動を重視して，思考力，判断力，表現力等を育成してい
くとともに，「保健」で身に付けた知識及び技能を生かすことが
できるように健康に関する関心や意欲を高めることが重要である。

高等学校学習指導要領（平成30年告示） 解説 保健体育編体育編

授業づくりの視点（小・中・高 保健）
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保健については、「○○教育」として体系化されているものも多
いが、少なくとも体育・保健体育の内容として位置付いているもの
については体育・保健体育担当指導主事が責任をもって担当し、自
分事として指導助言を行う。

各学校における体育・保健体育を担当する教師が保健の授業に主
体的に取り組むことに繋げることができるよう、チーム保健体育と
して取り組む。

体育・保健体育学習をより充実させるために

体育と保健をバランスよく学んでこそ、教
科の目標である「心と体を一体として捉え，
生涯にわたって心身の健康を保持増進し豊か
なスポーツライフを実現する」が達成できる。


